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【手続補正書】
【提出日】平成29年10月6日(2017.10.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の中空断面形状からなる第１及び第２縦フレームと、当該第１及び第２縦フレーム
の両端部にそれぞれコーナーブラケットを介して連結した一対の中空断面形状からなる第
１及び第２横フレームとを備え、
前記コーナーブラケットは前記縦フレーム及び横フレームの中空部に挿入される挿入部と
、車体への取付部とを有することを特徴とするフレーム構造体。
【請求項２】
　前記縦フレームと横フレームとは端面に相互の斜め突合せ部を有し、
前記コーナーブラケットは前記斜め突合せ部の間に差し込んだ差込み部を有することを特
徴とする請求項１記載のフレーム構造体。
【請求項３】
　前記コーナーブラケットの取付部は前記縦フレーム及び横フレーム外形延長線の内側に
位置していることを特徴とする請求項１又は２記載のフレーム構造体。
【請求項４】
　前記コーナーブラケットは、前記縦フレーム及び横フレームの外側の側面に延在するフ
ランジ部を有することを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載のフレーム構造体。
【請求項５】
　前記一対の縦フレーム間又は一対の横フレーム間の間を連結した中空断面形状の補助フ
レームを有し、前記縦又は横フレームと補助フレームとを中間ブラケットにて連結してあ
り、前記中間ブラケットは前記縦又は横フレーム及び補助フレームの中空部への挿入部又
は／及び外側の側面に延在するフランジ部を有することを特徴とする請求項１～４のいず
れかに記載のフレーム構造体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【０００５】
　本発明は、一対の中空断面形状からなる第１及び第２縦フレームと、当該第１及び第２
縦フレームの両端部にそれぞれコーナーブラケットを介して連結した一対の中空断面形状
からなる第１及び第２横フレームとを備え、前記コーナーブラケットは前記縦フレーム及
び横フレームの中空部に挿入される挿入部と、車体への取付部とを有することを特徴とす
る。
　ここで、縦フレーム，横フレームと表現したのは便宜上であり、本発明に係るフレーム
構造体を車体に取付固定した場合に、例えば車両の前後方向に沿って縦フレームを配置し
た場合に車幅方向に横フレームを配置する等、相対的な位置関係を示したものであり、車
両への取付方向に制限がない。
　このようにコーナーブラケットに縦フレームの中空部への挿入部と横フレームの中空部
への挿入部を形成したことにより、例えば縦フレームの外側から荷重を受けるとコーナー
ブラケットを介して、横フレームの中空断面に沿って荷重が伝幡し、横フレームの外側か
ら荷重を受けるとコーナーブラケットを介して縦フレームの中空断面に沿って荷重が伝幡
する。
　よって、どのような方向からの衝撃荷重に対してもフレーム全体に衝撃力が分散する。
　また、各コーナーブラケットの取付部にて車体に連結されているので、車体全体に荷重
が分散する。
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